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ー

定
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宅
介
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支
援
事
業
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指
定
（

問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
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工
事
の

路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
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告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
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問
入
浴
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
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問
看
護
に
係
る
指
定
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宅
サ
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所
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
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ビ
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呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指

急
病
院
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関
（

急
病
院
の
認
定
（
医
務
課
）
…
…
…

童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る

る
告
示
の
一
部
改
正
（
健
康
増
進
課

地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村

除
予
定
保
安
林
（
萩
市
）
（
森
林
整

安
林
の
指
定
（
阿
東
町
）
（
森
林
整

郡
仁
保
津
樫
ノ
前
土
地
区
画
整
理
組

外
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
屋
外
広

関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
都
市
計

目

次

示戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
八

週
火
・
金
曜
日
発
行

ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健
福
祉

高
齢
保
健
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…

事
業
の
廃
止
（
高
齢
保
健
福
祉
課
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…

し
ゅ
ん
功
の
認
可
（
二
件
）
（
港
湾
課

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
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…
…

事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健
福
祉
課
）

ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健
福
祉

事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健
福
祉
課
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事
業
者
の
指
定
（
高
齢
保
健
福
祉
課
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定
居
宅
サ
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ビ
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事
業
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定
（
高

医
務
課
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び
納
入
義
務
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対
し
て
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…
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備
課
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…
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課
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課
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合
の
事
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計
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の
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認
可
（
都
市
計
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を
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す
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設
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し
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は

画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請

課
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…
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…
…
…
…
一
四

…
…
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…
…
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五
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所
在
地

下
松
市
大
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三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

平
成
十
七
年
四
月
一
日

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

財
団

住

所

下
松

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称

名

称

国
民
宿
舎
大

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
一

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策

す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
附
則
第

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の

県
営
日
積
地
区
担
い
手
育
成
基
盤

基
本
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告

告

訪
問
入
浴
介
護
に
係
る
指
定
居
宅

訪
問
看
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー

通
所
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係

福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
指
定
居
宅

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条笠

戸
島
一
四
番
地
の
一

山
口

及
び
住
所

法
人
下
松
市
笠
戸
島
開
発
セ
ン
タ

市
大
字
笠
戸
島
一
四
番
地
の
一

及
び
所
在
地

城
号

置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概

こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ

た
書
面
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一

課
及
び
下
松
市
生
活
環
境
部
環
境

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商

届
出
（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…

整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

書
の
要
旨
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

示

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
（
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齢
保
健
福

ビ
ス
事
業
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廃
止
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齢
保
健
福
祉
課

ビ
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事
業
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廃
止
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齢
保
健
福
祉
課

る
指
定
居
宅
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ー
ビ
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事
業
の
廃
止
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ー
ビ
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廃
止
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高
齢
保
健
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（
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齢
保
健
福
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課
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…
…
…
…
…
…
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の
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見
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一

県
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井

関
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号
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一
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規
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基
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か
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課
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第 号

種
六
六
ハ

備

類

項

目

水通

尿

処

理

施

設

処
理
前

処
理
後

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

種

類

構

尿

処

理

施

設

鉄
筋
コ
ン
ク
リ

製

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

六
の
二

ハ

（
二
基
）

七

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

類

構

能

力
（

）

工
事
予年

の
二

（
二
基
）

一
平
成

考

「
六
六
の
二

ハ
」
と
は
、
水

第
一
第
六
十
六
号
の
二
の
旅
館
業

汚

水

等

素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
（

常

最

大

通

常

最

七

五
・
八

八
・
六

八
〇

〃

〃

二
五

項隔
等

造

能

力

（

／
日
）

ー
ト

一
一
五

処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

大

通

常

最

五
・
八

八
・
六

四
〇

五

い
て
準
用
す
る
。

隔
等

造

着
手定

月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

一
七
、

五
、
九
平
成
一
七
、

八
、
九
平
成
一
七
、

八
、
一
〇

質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六

の
用
に
供
す
る
入
浴
施
設
を
い
う
。

の

汚

染

求
量
／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

動

大

通

常

最

大

一
〇
〇

二
三
〇

二
五
〇

三
〇

二
五

三
〇

処
理
の
方
式

使

用

時

間

間

隔

膜
分
離
活
性
汚
泥

連

続

の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

〇

四
〇

五
〇

使

用

の

方

法

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

断

続
一
六
時
間
変
動
な
し

年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表

状

態

の

植
物
油
脂
類

（

／

）

窒

素

（

／

最

大

通

常

最

四
〇

三
〇

五

三
〇

二
五

三

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動

概

二

四

時

間

変

動

な

状

態

の

窒

素

（

／

）

通

常

最

大

通

二
五

三
〇

汚
水
等

値

）

燐（

／

）

大

通

常

最

大

通

〇

四

五

〇

二
・
三

二
・
五

の要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完

年

月

し

（
既

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

四

五

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

八
〇

一
一
五

〃

〃

成
予
定日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

設
）

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

一

四

二
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す
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山
瀬

づ
く当

評
価

山
口

第 号

五排１
考

「
六
五
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防

十
五
号
の
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ

所
在
地

防
府
市
大
字
浜
方
六

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

類

構

能

力

（

／
日
）

工
事
予年

六
五

一
〇
平
成

。平
成
十
七
年
四
月
一
日

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

氏
名
又
は
名
称

中
国
電
化
工

住

所

防
府
市
大
字

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所

名

称

中
国
電
化
工
業
株
式

口
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請

該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ
（
水

通

常

排

水

口

七
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

る
表
面
処
理
施
設
を
い
う
。

二
番
地
一

隔
等

造

着
手定

月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

一
七
、

五
、
九
平
成
一
七
、

五
、
二
三
平
成
一
七
、

五
、
二
四

山
口
県
知

所業
株
式
会
社

浜
方
六
二
番
地
一

在
地

会
社

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か

防
府
市
市
民
生
活
部
環
境
衛
生

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

）

最

大

通

常

最

大

五
・
八

八
・
六

二
五

三
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六

使

用

の

方

法

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

連

続
一
八
時
間
変
動
な
し

事

二

井

関

成

）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

ら
同
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
、

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

／

）

動
植（

通

常

最

大

最

〇

二
五

三
〇

状

態

の

物
油
脂
類

／

）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

三
〇

二
五

三
〇

排
出
水

値

燐（

／

）

通

常

最

大

通

二
・
三

二
・
五

三

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

九
九

一
四
三



平成 年 月 日 金曜日

凝五排

山 口

種還

（定期）県 報

四還凝

第 号

種備
集
沈
殿
処
理
施
設

処
理
前

処
理
後

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ
（
水

通

常

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び

類

項

目

水通

元

処

理

施

設

処
理
前

処
理
後

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

種

類

構

元

処

理

施

設

鉄
製
・
塩
化
ビ

製

集
沈
殿
処
理
施
設

〃

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

六
五

五

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

〃

〃

一
〇
〇

七

六
・
五

七
・
五

二
〇

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

）

最

大

通

常

最

大

処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態

汚

水

等

素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要

（

常

最

大

通

常

最

七

七九

六
〇

三

三五

三
〇

項隔
等

造

能

力

（

／
日
）

ニ
ル

二
四
〇

一
、
二
〇
〇

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

大

通

常

最

三八

一
〇
〇

一
二

い
て
準
用
す
る
。

一
二
〇

三
五

五
〇

〃

三
〇

一
〇

一
五

〃

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

／

）

鉱
油

（

／

通

常

最

大

最

の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

の

汚

染

求
量

／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）
（

大

通

常

最

大

最

八
〇

二
〇

三
〇

検

六
〇

〃

〃

〃

処
理
の
方
式

使

用

時

間

間

隔

還

元

連

続

凝

集

沈

殿

〃

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

〇

三
五

五
〇

四
二

四
五

二
〇

三
〇

状

態

の

類
）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

通

状

態

の

鉱
油
類

／

）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

出
せ
ず

四
五

五
〇

三
〇

四
〇

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動

概

二

四

時

間

変

動

な

〃

〃

状

態

の

窒

素

（

／

）

通

常

最

大

通

三
〇

五
〇

四
・
一

五
・
六

一

一
・
四

排
出
水
の

値

燐（

／

）

常

最

大

通
汚
水
等
の

値

燐（

／

）

通

常

最

大

通

二
〇

三
〇

五

五

一
〇

〃

の要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完

年

月

し

（
既

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

二
〇

三
〇

三
一
四

三
九
三

〃

〃

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

二
・
五

六
八
・
三

〃

成
予
定日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

設
）

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

八
・
一

八
・
八

四



平成

六

年 月 日 金曜日

の
四

更種

山 口 県

一二三

（定期）報

る
。当

づ
く

で
の

縦
覧

第 号

１山
瀬

づ
く六

の
二

ハ（二
基
）

変
更
前

二

旅
館
業
の
用
に
供
す
る
入
浴
施
設

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
特

す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表
の
と

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間

類

項
目

構

能

力

（

／
日
）

工予年

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

氏
名
又
は
名
称

財
団
法
人
下

住

所

下
松
市
大
字

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所

名

称

国
民
宿
舎
大
城

所
在
地

下
松
市
大
字
笠
戸
島

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載

間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政

に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日

排

水

口

七

口
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許（

既

設
）

定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水

お
り
変
更
を
生
じ
る
。

隔
等

造

事
着
手定

月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

所松
市
笠
戸
島
開
発
セ
ン
タ
ー

笠
戸
島
一
四
番
地
の
一

在
地

一
四
番
地
の
一

四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号

る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響

し
た
書
面
は
、
平
成
十
七
年
四

策
課
及
び
下
松
市
生
活
環
境
部

山
口
県
知

六
・
五

七
・
五

二
〇

三

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号

可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ

断

続
一
六
時
間
し

又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変

使
用
の
方
法

使
用
時

間
間
隔

一
日
当
た

り
の
使
用

時

間

季
節
的

変
動
の

概

要

変
動
な

）
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
二

に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

月
一
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま

環
境
推
進
課
に
お
い
て
公
衆
の

事

二

井

関

成

〇

一
〇

一
五

検
出

）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

せ
ず

二
〇

三
〇

変
更
後

備
考

「
六
六
の
二

ハ
」
と
は

供
す
る
入
浴
施
設
を
い
う
。

一

一
・
四

四
平
成
一
七
、

五
、
九
平
成
一
七
、

八
、
九
平
成
一
八
、

、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一

五

三
一
四

三
九
三

七
、
一
〇
〃

〃

〃

第
六
十
六
号
の
二
の
旅
館
業
の
用
に



平成 年 月 日 金曜日

し五
排

山 口

種

（定期）県 報

備し

第 号

種六

通

尿
処
理
施
設

処
理
後

変
更
前

変
更
後

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

項

目

水

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び

類

項

目

処
理
前

変
更
前

変
更
後

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に

汚
水
等
の
処
理
施
設
の
種
類
、

種

類

項
目

構

尿
処
理
施
設

変
更
前

鉄
筋
コ

ト
製

変
更
後

〃

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

項
目

水
素
イ

通

常

六
の
二

ハ

（
二
基
）

変
更
前

変
更
後

常

最

大

通

常

最

〃

〃

二

〃

〃

〃

出
水
の
量

排

出

水

素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要

（

／

処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態

汚

水

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的

通

常

最

大

通

七

五
・
八

八
・
六

八

〃

〃

〃

つ
い
て
準
用
す
る
。

構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

造

能

力

（

／
日
）

ン
ク
リ
ー

一
一
五

〃

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
（

最

大

通

常

最

七

五
・
八

八
・
六

四
〇

〃

〃

〃

大

通

常

最

大

最

五

三
〇

二
五

三

〃

〃

〃

の

汚

染

求
量）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

動
植（

の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

等

の

汚

酸
素
要
求
量

（

／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

常

最

大

通

常

最

〇

一
〇
〇

二
三
〇

二
五

〃

〃

〃

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

膜
分
離
活
性
汚
泥

連

続

〃

〃

の

汚

染

求
量
／

）

浮

遊

物

質

量

（

／

大

通

常

最

五
〇

四
〇

五

〃

〃

〃

大

通

常

最

大

〇

三
〇

二
五

〃

〃

状

態

の

物
油
脂
類

／

）

窒

素

（

／

）

染

状

態

）

動
植
物
油
脂
類

（

／

）

窒

（

／

大

最

大

通

常

最

〇

四
〇

三
〇

〃

〃

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動

概

二

四

時

間

変

動

な

〃

〃

状

態

の

）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

通

〇

二
五

三
〇

〃

〃

通

常

最

大

通

三
〇

二
・
三

二
・
五

〃

〃

〃

排
出
水
の

値燐（

／

）

汚
水

の

値

素）

燐（

／

）

大

通

常

最

大

通

五
〇

四

五

〃

〃

〃

の要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完

年

月

し

（
既

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

四

五

〃

〃

常

最

大

〃

〃

〃

〃

一
日
当
た
り
の
量
（

）

等
の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

八
〇

一
一
五

〃

〃

成
予
定日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

設
）

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

三

六

六

一
二

六



平成

し
た

の
九

年 月 日 金曜日

山
児

関
す

山 口 県

山
救

り
、名

萩
市

（定期）報

次
一
項名

萩
市

第 号

１山
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項

児
童
に
係
る
扶
養
義
務
者
に
あ
つ

の
二
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
の

口
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す

る
告
示
（
昭
和
六
十
三
年
山
口
県

平
成
十
七
年
四
月
一
日

口
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認

平
成
十
七
年
四
月
一
日

称

所

民
病
院

萩
市
大
字

の
医
療
機
関
は
、
救
急
病
院
等
を

に
規
定
す
る
病
院
で
な
く
な
っ
た

平
成
十
七
年
四
月
一
日

称

民
病
院

排

水

口

変
更
前

変
更
後

口
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

」
に
、
「
、
別
表
第
三
」
を
「

て
は
別
表
第
三
に
定
め
る
額
と

対
象
と
し
た
者
に
係
る
扶
養
義

る
費
用
の
額
及
び
納
入
義
務
者

告
示
第
五
百
二
十
号
）
の
一
部

山
口
県
知

和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）

定
し
た
。

山
口
県
知

在

地

椿
三
四
六
〇
の
三

定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年

。

山
口
県
知

所

在

萩
市
大
字
椿
三
四
六
〇
の

七

五
・
八

八
・
六

二
五

〃

〃

〃

、
育
成
医
療
の
給
付
の
対
象
と

し
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条

務
者
に
あ
つ
て
は
別
表
第
四
」

に
対
し
て
支
払
を
命
ず
る
額
に

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

事

二

井

関

成

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

事

二

井

関

成

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

平
成
二
〇
、

三
、

五

厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第

事

二

井

関

成

地

三
三
〇

二
五

三
〇

〃

〃

〃

三
〇

二
五

三
〇

〃

〃

〃

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
備
考
２
中
「

２
第

別
表
第
三
の
次
に
次
の
一
表

二
・
三

二
・
五

〃

〃

項

」
を
「

第
に
び

並
項

２
第

条

を
加
え
る
。

七

九
五

一
三
五

九
九

一
四
三

２
の

」
に
改
め
る
。



平成 年 月 日 金曜日 山 口

５

定期）県 報

１２３４

第 号
表

別

、
び

及
中
計
生
、

き
除
を
層

階
の

の
分

年
前
て
い

つ
に
者
心

分
区
の
次

が
額
の
税

得
所合
場
る

す
当
該
に

４
第

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
九

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在

萩
市
三
見
字
井
手
ケ
迫
一

の
四
・
一
一
五
六
の
二
（
以

に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

土
地
改
良
区
の
名
称

柳
井
市
日
積
土
地
改
良
区

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
八

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

か
ら
保
安
林
の
指
定
を
次
の
と

平
成
十
七
年
四
月
一
日

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
七

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の

平
成
十
七
年
四
月
一
日

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
部
森

。
）号

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五

。

山
口

場
所

一
五
二
の
二
か
ら
一
一
五
二
の
四

上
六
筆
国
有
林
）
、
一
一
五
七
の

た
目
的

認

可

年

月

平
成
一
七
、

三

号
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九

お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の

号
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

と
お
り
認
可
し
た
。

山
口

林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
部
林
政

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
知
事

二

井

関

成

ま
で
・
一
一
五
三
の
三
・
一
一
五

二
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部

日
、
二
四

条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大

通
知
が
あ
っ
た
。

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土

県
知
事

二

井

関

成

八

課保 三分 臣 地



平成

一

年 月 日 金曜日

森
林

山
土

小
郡

山 口 県 （定期）報

六四
二三

第 号

一
八〇

土
地
区
画
整
理
組
合
の
名
称

小
郡
仁
保
津
樫
ノ
前
土
地
区
画
整

整
備
課
及
び
阿
東
町
役
場
に
備
え

口
県
告
示
第
二
百
三
十
号

地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年

仁
保
津
樫
ノ
前
土
地
区
画
整
理
組

平
成
十
七
年
四
月
一
日

三
九
五
・
字
古
屋
三
九
七
（
以

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

、
字
水
上
三
八
七
、
三
九
五
、
字

〇
四
の
四
四
、
四
〇
四
の
四
五

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

阿
武
郡
阿
東
町
大
字
徳
佐
上

〇
の
四
〇
・
三
八
〇
の
四
四
・

平
成
十
七
年
四
月
一
日

保
安
林
の
所
在
場
所

阿
武
郡
阿
東
町
大
字
徳
佐
上
字
堤

、
三
八
〇
の
二
四
か
ら
三
八
〇
の

の
四
〇
、
三
八
〇
の
四
四
、
三

理
組
合

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九

合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の

山
口
県
知

上
一
一
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め

と
が
で
き
る
立
木
は
、
阿
東
町

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

古
屋
三
九
七
、
字
足
毛
谷
四
〇

伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
半
久
三
八
〇
の
四
・
三
八
〇

字
井
手
ケ
平
三
八
四
・
三
八
五

山
口
県
知

頭
三
四
二
、
字
半
久
三
八
〇
の

二
六
ま
で
、
三
八
〇
の
三
〇
か

八
〇
の
五
五
、
字
井
手
ケ
平
三
八条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

と
お
り
認
可
し
た
。

事

二

井

関

成

示
す
部
分
に
限
る
。
）

な
い
。

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
部

四
の
二
一
、
四
〇
四
の
二
四
、

の
八
・
三
八
〇
の
二
四
・
三
八

・
三
九
六
・
字
水
上
三
八
七
・

事

二

井

関

成

四
、
三
八
〇
の
六
、
三
八
〇
の

ら
三
八
〇
の
三
三
ま
で
、
三
八

三
か
ら
三
八
六
ま
で
、
三
九

般
国
道
一
九
〇
号
」
を
「
同
市

「
分
岐
点
か
ら
大
津
郡
三
隅
町

め
、
三
の
３
の
表
所
在
地
の
欄

日
置
下
」
を
「
長
門
市
日
置
下

置
町
大
字
日
置
上
」
を
「
長
門

「
〃

油
谷
角
山
七
二

八
番
地

」
に
改

五
の
表
区
間
の
欄
中
「
厚
狭

を
「
同
市
大
字
津
布
田
」
に
、

一
の
表
所
在
地
の
欄
中
「
小

二
の
３
の
表
所
在
地
の
欄
中

中
「
大
字
通
」
を
「
通
」
に
、

市
」
を
「
山
陽
小
野
田
市
」
に

に
、
「
大
津
郡
油
谷
町
大
字
宇

三
の
１
の
表
所
在
地
の
欄
中

平
成
十
七
年
四
月
一
日

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
一

屋
外
広
告
物
を
表
示
し
、
又

定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十

す
る
。平

成
十
七
年
四
月
一
日

二

事
務
所
の
所
在
地

吉
敷
郡
小
郡
町
大
字
下
郷

三

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
年
九
月
十
八
日

四

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
平
成
十

五

変
更
認
可
の
年
月
日

一
般
国
道
一
九
〇
号
」
に
、
「
大

」
を
「
分
岐
点
か
ら
長
門
市
」
に

中
「
小
野
田
市
」
を
「
山
陽
小
野

」
に
、
「
厚
狭
郡
山
陽
町
」
を
「

市
日
置
上
」
に
、
「
〃

油
谷
町

山
七
二
八
番
地

め
る
。

郡
山
陽
町
」
を
「
山
陽
小
野
田
市

「
同
郡
同
町
大
字
埴
生
」
を
「
同

山
口

野
田
市
」
を
「
山
陽
小
野
田
市
」

「
大
字
東
深
川
」
を
「
東
深
川
」

「
大
津
郡
三
隅
町
大
字
三
隅
」
を

、
「
大
津
郡
油
谷
町
大
字
向
津
具

津
賀
」
を
「
長
門
市
油
谷
津
黄
」

「
大
津
郡
油
谷
町
大
字
向
津
具
」

号
は
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件

二
年
山
口
県
告
示
第
百
五
十
六
号

一
二
二
五
番
地
の
二

年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
十
九
年

九

津
郡
油
谷
町
」
を
「
長
門
市
」
に

、
「
大
津
郡
三
隅
町
同
県
道
」

田
市
」
に
、
「
大
津
郡
日
置
町
大

山
陽
小
野
田
市
」
に
、
「
大
津
郡

大
字
角

」
を

」
に
、
「
同
郡
同
町
大
字
津
布
田

市
大
字
埴
生
」
に
、
「
同
郡
同
町

県
知
事

二

井

関

成

に
改
め
る
。

に
改
め
、
二
の
４
の
表
所
在
地
の

「
長
門
市
三
隅
下
」
に
、
「
小
野

下
」
を
「
長
門
市
油
谷
向
津
具
下

に
改
め
る
。

を
「
長
門
市
油
谷
向
津
具
下
」
に

を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
地
域
の

の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

、を 字日」一 欄田」改 指正



平成 年 月 日 金曜日 山 口

一

（定期）県 報

山
公

と
お

第 号

「
同六八

に
、

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら
三
五

１
の
地
点

柳
井
市
伊
保
庄
字
黒

六
秒
東
経
一
三
二
度
〇

一
六
二
・
〇
二
メ
ー
ト

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
四
八

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
三
一

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
三
四

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら
三
四

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら
三
四

埋
立
区
域

位
置

柳
井
市
伊
保
庄
字
小
木
尾
四
四

す
る
堤
に
至
る
土
地
の
地
先
公
有

区
域

次
の
１
の
地
点
か
ら

の
地
点

成
十
一
年
秋
分
の
満
潮
位
（

・

の
境
界
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

口
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る

平
成
十
七
年
四
月
一
日

市
同
県
道
」
に
改
め
る
。

の
２
の
表
美
祢
線
の
項
中
「
厚
狭

の
表
中
「
小
野
田
市
」
を
「
山
陽

「
〃

〃

大
字
山
川

及
び
大
字
厚
狭

」
を

〇
度
二
三
分
一
七
秒
二
・
四
三

嶋
の
黒
島
山
四
等
三
角
点
（
北

七
分
三
〇
・
二
〇
三
秒
）
か
ら

ル
の
地
点

度
〇
二
分
一
八
秒
三
・
九
六
メ

七
度
〇
一
分
五
四
秒
一
七
・
五

六
度
〇
〇
分
〇
五
秒
八
・
五
四

七
度
三
五
分
四
九
秒
九
・
九
九

九
度
二
〇
分
〇
一
秒
九
・
六
七

六
八
の
一
〇
か
ら
同
市
伊
保
庄

水
面

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
１

・

＋
三
・
三
九
メ
ー
ト
ル
）

第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第

工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た

柳
井
港
港
湾
管

山
口
県

山
口
県
知

郡
山
陽
町
」
を
「
山
陽
小
野
田

小
野
田
市
」
に
、
「
厚
狭
郡
山

「
〃

大
字
山
川

及
び
大
字
厚
狭

」
にメ

ー
ト
ル
の
地
点

緯
三
三
度
五
六
分
二
三
・
三
八

三
二
九
度
五
八
分
〇
五
秒
一
、

ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

字
亀
嶋
五
二
九
二
の
九
に
沿
接

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
平

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

。理
者

事

二

井

関

成

市
」
に
改
め
る
。

陽
町
」
を
「
山
陽
小
野
田
市
」

改
め
る
。

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

８
の
地
点

７
の
地
点
か

９
の
地
点

８
の
地
点
か

の
地
点

９
の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

の
地
点

の
地
点
か

ら
一
八
九
度
三
八
分
一
九
秒
五
・

ら
一
八
八
度
五
二
分
一
二
秒
五
・

ら
一
〇
三
度
一
三
分
三
七
秒
一
六

ら
一
九
三
度
四
八
分
四
二
秒
一
・

ら
一
九
三
度
四
八
分
四
二
秒
五
・

ら
一
九
三
度
四
一
分
三
九
秒
五
・

ら
一
九
二
度
四
四
分
一
七
秒
五
・

ら
一
九
二
度
二
五
分
五
七
秒
五
・

ら
一
九
〇
度
二
一
分
三
七
秒
五
・

ら
一
九
〇
度
二
〇
分
一
六
秒
五
・

ら
二
八
三
度
四
九
分
三
八
秒
三
・

ら
二
八
三
度
三
三
分
四
四
秒
一
一

ら
二
八
三
度
一
三
分
三
七
秒
一
七

ら
三
四
七
度
二
五
分
五
九
秒
一
・

ら
二
五
六
度
三
一
分
一
二
秒
六
・

ら
一
六
六
度
二
三
分
四
六
秒
〇
・

ら
一
六
六
度
二
三
分
一
六
秒
四
・

ら
七
六
度
三
一
分
一
二
秒
六
・
一

ら
一
度
四
六
分
三
四
秒
五
・
八
七

ら
二
度
五
五
分
四
一
秒
九
・
九
八

ら
四
度
三
九
分
二
〇
秒
一
〇
・
〇

ら
六
度
二
一
分
二
二
秒
九
・
九
八

ら
八
度
〇
九
分
三
二
秒
一
〇
・
〇

ら
一
一
度
四
六
分
一
九
秒
九
・
九

ら
一
三
度
一
〇
分
四
五
秒
一
〇
・

ら
一
三
度
〇
七
分
四
五
秒
九
・
三

ら
三
五
一
度
〇
三
分
二
〇
秒
五
・

ら
三
五
一
度
五
三
分
三
四
秒
五
・

ら
三
五
三
度
二
四
分
三
九
秒
九
・

ら
三
五
四
度
五
九
分
二
五
秒
一
〇

ら
三
五
六
度
三
一
分
五
三
秒
一
〇

ら
三
五
八
度
一
八
分
一
四
秒
一
〇

ら
三
五
九
度
五
二
分
一
七
秒
九
・

ら
〇
度
四
七
分
四
〇
秒
二
・
四
三

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点 一

〇



平成

一

年 月 日 金曜日

五山
公

と
お

山 口 県

二三四

（定期）報 第 号

埋
立
区
域

認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

口
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る

平
成
十
七
年
四
月
一
日

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
二
年
二
月
一
日

指
令
港

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る
市
町
村

柳
井
市

認
可
を
受
け
た
者

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県

山
口
県
知
事

二
井

関
成

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
七

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
四

面
積

三
、
六
九
六
・
一
四
平
方
メ
ー

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八

山
口
県
知

第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第

工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た

湾
第
五
九
三
号

三
度
一
七
分
五
二
秒
五
・
〇
〇

一
度
三
三
分
五
六
秒
五
・
〇
〇

九
度
一
九
分
五
〇
秒
五
・
〇
〇

八
度
三
四
分
五
二
秒
六
・
八
四

八
度
四
五
分
三
四
秒
一
・
四
七

九
度
〇
六
分
〇
六
秒
五
・
三
八

ト
ル

八
度
一
六
分
四
二
秒
五
・
〇
〇

七
度
一
二
分
〇
九
秒
五
・
〇
〇

六
度
一
六
分
四
三
秒
五
・
〇
〇

五
度
四
九
分
〇
四
秒
五
・
〇
〇

五
度
〇
四
分
四
八
秒
五
・
〇
〇

四
度
二
八
分
一
二
秒
五
・
〇
〇

三
度
二
二
分
四
二
秒
五
・
〇
〇

事

二

井

関

成

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

。 メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ
ー
ト
ル
の
地
点

宇
部
市

宇
部
市
長

藤
田

忠

五

認
可
の
年
月
日

面
積

一
五
、
六
五
九
・
一
六

二

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
一
年
七
月
十
五
日

三

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る

宇
部
市

四

認
可
を
受
け
た
者

宇
部
市
常
盤
町
一
丁
目
七

点

２
の
地
点

１
の
地
点
か

３
の
地
点

２
の
地
点
か

４
の
地
点

３
の
地
点
か

５
の
地
点

４
の
地
点
か

６
の
地
点

５
の
地
点
か

７
の
地
点

６
の
地
点
か

８
の
地
点

７
の
地
点
か

秋
分
の
満
潮
位
（

・

・

線
、
７
の
地
点
と
８
の
地

し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ
た
埋

及
び
１
の
地
点
と
８
の
地

号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ

ル
）
に
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点

丸
尾
港
防
波

分
二
一
・
三
〇

位
置

宇
部
市
大
字
東
岐
波
字

土
地
の
地
先
公
有
水
面

区
域

次
の
１
の
地
点
か
ら
５

十
二
年
八
月
八
日
付
け
指

と
の
境
界
線
（

・

・

夫 平
方
メ
ー
ト
ル

指
令
港
湾
第
二
二
九
号

市
町
村

番
一
号

ら
九
四
度
二
六
分
三
〇
秒
二
四
・

ら
一
四
二
度
一
四
分
〇
八
秒
五
・

ら
二
三
二
度
二
四
分
〇
七
秒
二
・

ら
一
四
二
度
〇
八
分
四
八
秒
三
五

ら
二
三
二
度
一
二
分
一
七
秒
四
五

ら
二
四
六
度
二
八
分
一
二
秒
二
一

ら
九
度
一
九
分
〇
五
秒
七
六
・
九

＋
三
・
六
四
メ
ー
ト
ル
）
に
お

点
を
結
ぶ
昭
和
四
十
二
年
九
月
六

立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（

点
を
結
ぶ
昭
和
四
十
四
年
十
一
月

た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界

堤
灯
台
（
北
緯
三
三
度
五
八
分
一

九
秒
）
か
ら
二
七
〇
度
五
一
分
三

丸
尾
一
八
一
二
の
三
か
ら
同
大
字

の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、

令
港
湾
第
二
二
号
の
八
で
し
ゅ
ん

＋
三
・
九
二
メ
ー
ト
ル
）
、
６
の

一
一

七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境

日
付
け
指
令
港
湾
第
七
五
〇
号

・

・

＋
三
・
六
八
メ
ー
ト
ル

十
三
日
付
け
指
令
港
湾
第
一
五
九

線
（

・

・

＋
三
・
六
八
メ
ー

一
・
七
六
〇
秒
東
経
一
三
一
度
二

一
秒
三
四
九
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の

字
大
須
賀
四
一
三
八
の
一
四
に
至

５
の
地
点
と
６
の
地
点
を
結
ぶ
平

功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水

地
点
と
７
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十

界で）五ト一地 る成面年



平

三

成 年 月 日 金曜日

一二

山 口

（
一特

り
特同

十
一

（定期）県 報

地下

第 号

山
建

の
位そ

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
十
七
年
四
月
一
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
一
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

青

代

表

者

の

氏

名

星

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

柳

公

八
〇
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

平
成
十
七
年
四
月
一
日

名

及

び

番

松
市
望
町
三
丁
目
一
二
八
三
の
一
五

平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日

口
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

少
年
の
健
全
育
成
を
支
援
す
る

出

文
生

井
市
柳
井
四
一
七
一
番
地
九

告

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
公
衆

山
口
県
知

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
（
メ

六
・
二

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

事

二

井

関

成

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会 項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
十
七
年
五
月

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

長

ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
八

一
五
九
・
〇
七

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

供
す
る
。

社
会
福
祉
法
人
下

関
市
社
会
福
祉
協

議
会

下
関
市
貴

丁
目
四
番

社
会
福
祉
法
人
柳

井
市
社
会
福
祉
協

議
会

柳
井
市
南

目
九
番
二

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃
〃

社
会
福
祉
法
人
響

会

〃

豊

字
川
棚
二

の
二

平
成
十
七
年
四
月
一
日

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
下

関
市
社
会
福
祉
協

議
会

下
関
市
貴

丁
目
四
番

〃

〃

〃

青
少
年
等
に
対
し
て
、
共

考
え
方
を
は
ぐ
く
む
事
業
を

と
。

（
一
八
一
）
訪
問
介
護
に
係
る

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

り
訪
問
介
護
に
係
る
指
定
居
宅

ア
セ
ン
タ
ー

船
町
三

一
号

下
関
市
社
協
豊
北

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〃字の

町
三
丁

号

社
会
福
祉
法
人
柳

井
市
社
会
福
祉
協

議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所

柳目

社
会
福
祉
法
人
柳

井
市
社
会
福
祉
協

議
会
指
定
訪
問
介

護
事
業
所
大
畠
ケ

〃三

〃

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

字

〃

下
関
市
社
協
豊
田

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〃字一

〃

下
関
市
社
協
豊
浦

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〃字の

浦
町
大

一
三
九

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

〃の
山
口

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

務
所

名

称

所

船
町
三

一
号

下
関
市
社
協
下
関

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

下丁

下
関
市
社
協
菊
川

〃

に
自
然
体
験
を
行
う
な
か
で
現
在

行
い
、
青
少
年
の
健
全
育
成
及
び

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま

豊
北
町
大

滝
部
三
一
四
五

一

〃

二
、
一

井
市
南
町
三
丁

九
番
二
号

〃

〃

二

神
代
四
八

〇

〃

〃

〃

下
岡
枝
一
八
八

〃

〃

豊
田
町
大

矢
田
三
六
五
の

〃

〃

〃

豊
浦
町
大

川
棚
四
八
九
二

一

〃

〃

〃

〃二
一
三
九

二

〃

三
、

県
知
事

二

井

関

成

行
う
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

関
市
貴
船
町
三

目
四
番
一
号

平
成
一
七
、
二
、
一

菊
川
町
大

〃

の
社
会
に
適
す
る
も
の
の
見
方
及

生
涯
学
習
の
支
援
に
寄
与
す
る

定第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

し
た
。

一
二

四一 一 四 びこお

公

告



平成

社
会
関
市

議
会

年 月 日 金曜日

介
り
訪指氏

山 口 県

〃〃（
一

（定期）報

指名
社
会
関
市
議
会

〃〃

第 号

（
一介

り
訪

福
祉
法
人
下

社
会
福
祉
協

下
関
市
貴
船
町
三

丁
目
四
番
一
号

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

問
看
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

平
成
十
七
年
四
月
一
日

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

名
又
は
名
称

住
所
又
は
主
た

る
事
務
所
の
所

在
地 〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃
〃

〃

八
三
）
訪
問
看
護
に
係
る
指
定
居

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
下

社
会
福
祉
協

下
関
市
貴
船
町
三

丁
目
四
番
一
号

〃

〃
〃

〃

〃

〃

八
二
）
訪
問
入
浴
介
護
に
係
る
指

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

問
入
浴
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ

平
成
十
七
年
四
月
一
日

下
関
市
社
協
と
よ

た
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

下
関
市

字
矢
田

一

二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一

ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま
し
た

山
口
県
知

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

名

称

所

訪
問
入
浴
介
護
事

業
所

字
矢
田

一

下
関
市
社
協
豊
浦

訪
問
入
浴
介
護
事

業
所

〃字
川
棚

の
一

下
関
市
社
協
豊
北

訪
問
入
浴
介
護
事

業
所

〃字
滝
部

の
一

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

名

称

所

下
関
市
社
協
下
関

訪
問
入
浴
介
護
事

業
所

下
関
市

丁
目
四

下
関
市
社
協
菊
川

訪
問
入
浴
介
護
事

業
所

〃字
下
岡

下
関
市
社
協
豊
田

〃

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一

ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま

山
口
県
知

豊
田
町
大

三
六
五
の

平
成
一
七
、

二
、
一
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

。事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

三
六
五
の

〃

〃

豊
浦
町
大

四
八
九
二

〃

〃

〃

豊
北
町
大

三
一
四
五

〃

〃

〃

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

貴
船
町
三

番
一
号

平
成
一
七
、
二
、
一
四

菊
川
町
大

枝
一
八
八

〃

〃

〃

豊
田
町
大

〃

定項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

し
た
。

事

二

井

関

成

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

り
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護

有
限
会
社
一
楽

玖
珂
郡
由

鳥
ヶ
丘
二

番
三
号

株
式
会
社
常
盤
リ

ゾ
ー
ト

山
口
市
湯

四
丁
目
六

（
一
八
五
）
痴
呆
対
応
型
共
同

社
会
福
祉
法
人
下

関
市
社
会
福
祉
協

議
会

〃

貴

丁
目
四
番

〃

〃

〃
〃

医
療
法
人
岸
田
医

院
会

下
松
市
青

目
二
番
一

社
会
福
祉
法
人
柳

井
市
社
会
福
祉
協

議
会

柳
井
市
南

目
九
番
二

平
成
十
七
年
四
月
一
日

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

有
限
会
社
や
ま
び

こ

下
関
市
彦

町
三
丁
目

一
号

〃

〃

〃
〃

（
一
八
四
）
通
所
介
護
に
係
る

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

り
通
所
介
護
に
係
る
指
定
居
宅

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条

に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

タ
ー

宇
町
千

丁
目
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
一

楽

大町〇

田
温
泉

番
四
号

天
宿
温
泉
デ
イ
倶

楽
部

美字の

生
活
介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー

船
町
三

一
号

下
関
市
社
協
菊
川

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

〃字

〃

下
関
市
社
協
豊
北

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
ほ
の
ぼ
の

〃字の

柳
一
丁

号

岸
田
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

下下

町
三
丁

号

社
会
福
祉
法
人
柳

井
市
社
会
福
祉
協

議
会
平
郡
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

柳二
山
口

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

務
所

名

称

所

島
福
浦

四
番
二

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や

ま
び
こ

下町一

〃

下
関
市
社
協
ほ
う

ほ
く
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

〃字の

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま

一
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

者
の
指
定
を
し
ま
し
た
。

島
郡
周
防
大
島

大
字
小
松
六
〇

〃

三
、

祢
郡
美
東
町
大

真
名
一
〇
六
八

二

〃

〃

ビ
ス
事
業
者
の
指
定

菊
川
町
大

上
大
野
四
六
〇

〃

二
、
一

豊
北
町
大

神
田
四
六
一
一

二

〃

〃

〃

松
市
大
字
末
武

三
七
〇
の
二

〃

三
、

井
市
平
郡
一
八

四
の
二

〃

二
、
二

県
知
事

二

井

関

成

行
う
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

関
市
彦
島
福
浦

三
丁
目
四
番
二

号

平
成
一
七
、
三
、

豊
北
町
大

滝
部
三
一
四
五

一

〃

〃

〃

定第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

し
た
。

お 一〃 四一一 一 お



平成 年 月 日 金曜日

株
式

ス
ズ

（
一介

り
指

山 口

指名
株
式

（定期）県 報

〃（
一介

り
福

第 号

指名
社
会

関
市
議
会

〃

会
社
高
野
山

キ

防
府
市
国
衙
一
丁

目
九
番
二
四
号

八
七
）
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
は
ん
ど

宇
部
市
小
松
原
町

二
丁
目
一
〇
番
二

四
号

〃

〃

〃

〃
〃

〃

八
六
）
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
指

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

祉
用
具
貸
与
に
係
る
指
定
居
宅
サ

平
成
十
七
年
四
月
一
日

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
下

社
会
福
祉
協

下
関
市
貴
船
町
三

丁
目
四
番
一
号

〃

〃

株
式
会
社
高
野
山

ス
ズ
キ

防
府
市

目
九
番

者
の
指
定

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一

を
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

山
口
県
知

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

名

称

所

は
ん
ど
山
口
店

山
口
市

長
野
七

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
し

ま
ど

字
神
田

の
二

下
関
市
社
協
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
そ

ま
じ

〃字
田
耕

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一

ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
し
ま

山
口
県
知

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

名

称

所

下
関
市
社
協
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
た

ん
ぽ
ぽ

下
関
市

字
矢
玉

下
関
市
社
協
グ

〃

国
衙
一
丁

二
四
号

〃

〃

〃

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

大
字
大
内

七
六
の
二

平
成
一
七
、
三
、

一

四
六
一
一

〃

〃

豊
北
町
大

二
五
〇
八

〃

〃

〃

定項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

し
た
。

事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

豊
北
町
大

一
二
九

平
成
一
七
、

二
、
一
四

豊
北
町
大

〃

ネ
ッ
ト
み
す
み

の
一

（
一
八
八
）
訪
問
介
護
に
係
る

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

平
成
十
七
年
四
月
一
日

医
療
法
人
社
団
慈

生
会

萩
市
大
字

一
四
七
の

社
会
福
祉
法
人
柳

井
市
社
会
福
祉
協

議
会

柳
井
市
南

目
九
番
二

有
限
会
社
一
楽

玖
珂
郡
由

鳥
ヶ
丘
二

番
三
号

特
定
非
営
利
活
動

法
人
生
き
活
き

大
津
郡
三

字
三
隅
中

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃
〃

株
式
会
社
宇
部
兵

間
仏
閣
堂

宇
部
市
大

開
作
二
四

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
下

関
市
社
会
福
祉
協

議
会

下
関
市
貴

丁
目
四
番

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

の

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条

ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
り
ま

山
口

山
田
四

一

慈
生
会
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

萩一

町
三
丁

号

社
会
福
祉
法
人
柳

井
市
社
会
福
祉
協

議
会
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

柳目

宇
町
千

丁
目
七

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
一
楽

大町〇

隅
町
大

二
九
〇

生
き
活
き
ネ
ッ
ト

み
す
み

大字

〃

居
宅
介
護
支
援
事

業
所

字一

〃

下
関
市
社
協
豊
浦

居
宅
介
護
支
援
事

業
所

〃字の

〃

下
関
市
社
協
豊
北

居
宅
介
護
支
援
事

業
所

〃字の

字
中
野

一
の
七

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
て
る
ち
ゃ
ん

の
家

宇開

者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を

務
所

名

称

所

船
町
三

一
号

下
関
市
社
協
下
関

居
宅
介
護
支
援
事

業
所

下丁

〃

下
関
市
社
協
菊
川

居
宅
介
護
支
援
事

業
所

〃字

下
関
市
社
協
豊
田

〃
一の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訪

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

市
大
字
山
田
四

四
七
の
一

〃

〃

井
市
南
町
三
丁

九
番
二
号

〃

二
、
二

島
郡
周
防
大
島

大
字
小
松
六
〇

〃

三
、

津
郡
三
隅
町
大

三
隅
中
二
九
〇

〃

〃

矢
田
三
六
五
の

〃

〃

豊
浦
町
大

川
棚
四
八
九
二

一

〃

〃

〃

豊
北
町
大

滝
部
三
一
四
〇

一

〃

〃

〃

部
市
大
字
中
野

作
二
四
一
の
七

〃

三
、

行
う
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

関
市
貴
船
町
三

目
四
番
一
号

平
成
一
七
、

二
、
一

菊
川
町
大

下
岡
枝
一
八
八

〃

〃

〃

豊
田
町
大

〃

一
四

問 〃一一〃 一 四



平成

社
会

川
町

議
会

年 月 日 金曜日

入
浴指名

社
会

関
市

議
会

山 口 県

浦
町

議
会

社
会

北
町
議
会

（
一介

（定期）報

議
会

社
会

畠
町
議
会

社
会
川
町
議
会

社
会
田
町
議
会

社
会

第 号

指名
社
会

関
市
議
会

社
会
井
市

福
祉
法
人
菊

社
会
福
祉
協

豊
浦
郡
菊
川
町
大

字
下
岡
枝
一
八
八

介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

平
成
十
七
年
四
月
一
日

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
下

社
会
福
祉
協

下
関
市
貴
船
町
三

丁
目
四
番
一
号

社
会
福
祉
協

字
川
棚
四
八
九
二

の
一

福
祉
法
人
豊

社
会
福
祉
協

〃

豊
北
町
大

字
滝
部
三
一
四
〇

の
一

八
九
）
訪
問
入
浴
介
護
に
係
る
指

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

福
祉
法
人
大

社
会
福
祉
協

玖
珂
郡
大
畠
町
大

字
神
代
四
八
三
〇

福
祉
法
人
菊

社
会
福
祉
協

豊
浦
郡
菊
川
町
大

字
下
岡
枝
一
八
八

福
祉
法
人
豊

社
会
福
祉
協

〃

豊
田
町
大

字
矢
田
三
六
五
の

一

福
祉
法
人
豊

〃

豊
浦
町
大

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
下

社
会
福
祉
協

下
関
市
貴
船
町
三

丁
目
四
番
一
号

福
祉
法
人
柳

社
会
福
祉
協

柳
井
市
南
町
三
丁

目
九
番
二
号

社
会
福
祉
法
人
菊

川
町
社
会
福
祉
協

議
会

豊
浦
郡

字
下
岡

事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
り
ま

山
口
県
知

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃

事
業
所

名

称

所

社
会
福
祉
法
人
下

関
市
社
会
福
祉
協

議
会

下
関
市

丁
目
四

協
議
会

字
川
棚

の
一

社
会
福
祉
法
人
豊

北
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃字
滝
部

の
一

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規

議
会

社
会
福
祉
法
人
大

畠
町
社
会
福
祉
協

議
会

玖
珂
郡

字
神
代

社
会
福
祉
法
人
菊

川
町
社
会
福
祉
協

議
会

豊
浦
郡

字
下
岡

社
会
福
祉
法
人
豊

田
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃字
矢
田

一

豊
浦
町
社
会
福
祉

〃

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃

事
業
所

名

称

所

社
会
福
祉
法
人
下

関
市
社
会
福
祉
協

議
会

下
関
市

丁
目
四

社
会
福
祉
法
人
柳

井
市
社
会
福
祉
協

柳
井
市

目
九
番

菊
川
町
大

枝
一
八
八

〃

〃

〃

し
た
。

事

二

井

関

成

止
し
た

廃
止
年
月
日

在

地

貴
船
町
三

番
一
号

平
成
一
七
、

二
、
一
三

四
八
九
二

〃

〃

豊
北
町
大

三
一
四
五

〃

〃

〃

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訪
問

大
畠
町
大

四
八
三
〇

〃

〃

〃

菊
川
町
大

枝
一
八
八

〃

〃

一
三

豊
田
町
大

三
六
五
の

〃

〃

〃

豊
浦
町
大

〃

止
し
た

廃
止
年
月
日

在

地

貴
船
町
三

番
一
号

平
成
一
七
、

二
、
一
三

南
町
三
丁

二
号

〃

〃

二
〇

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

（
一
九
一
）
通
所
介
護
に
係
る

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

介
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

平
成
十
七
年
四
月
一
日

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は

る
事
務
所

在
地

社
会
福
祉
法
人
豊

田
町
社
会
福
祉
協

議
会

豊
浦
郡
豊

字
矢
田
三

一

社
会
福
祉
法
人
豊

北
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃

豊

字
滝
部
三

の
一

（
一
九
〇
）
訪
問
看
護
に
係
る

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

看
護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

平
成
十
七
年
四
月
一
日

社
会
福
祉
法
人
豊

田
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃

豊

字
矢
田
三

一

社
会
福
祉
法
人
豊

浦
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃

豊

字
川
棚
四

の
一

社
会
福
祉
法
人
豊

北
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃

豊

字
滝
部
三

の
一

者

事
業
所

務
所

名

称

所

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条

ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
り
ま

山
口

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

事
業
所

主
た
の
所

名

称

所

田
町
大

六
五
の

と
よ
た
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

豊字一

北
町
大

一
四
〇

ほ
う
ほ
く
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〃字の

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条

ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
り
ま

山
口

田
町
大

六
五
の

社
会
福
祉
法
人
豊

田
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃字一

浦
町
大

八
九
二

豊
浦
町
社
会
福
祉

協
議
会

〃字の

北
町
大

一
四
〇

社
会
福
祉
法
人
豊

北
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃字の

一
五

廃
止
年
月
日

在

地

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
通

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

を
廃
止
し
た

を
廃
止
し
た

廃
止
年
月
日

在

地

浦
郡
豊
田
町
大

矢
田
三
六
五
の

平
成
一
七
、
二
、
一

豊
北
町
大

滝
部
三
一
四
五

一

〃

〃

〃

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訪

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

豊
田
町
大

矢
田
三
六
五
の

〃

〃

〃

豊
浦
町
大

川
棚
四
八
九
二

一

〃

〃

〃

豊
北
町
大

滝
部
三
一
四
五

一

〃

〃

〃
所 三 問



平

指名

成 年 月 日 金曜日

（
一介

用
具

山 口

名社
会

北
町
議
会

〃〃

（定期）県 報

（
一介

対
応指

第 号

社
会

井
市

議
会

社
会

川
町

議
会

社
会

北
町
議
会

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

九
三
）
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
指

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

貸
与
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

平
成
十
七
年
四
月
一
日

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人
豊

社
会
福
祉
協

豊
浦
郡
豊
北
町
大

字
滝
部
三
一
四
〇

の
一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

九
二
）
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
居

平
成
十
七
年
四
月
一
日

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

福
祉
法
人
柳

社
会
福
祉
協

柳
井
市
南
町
三
丁

目
九
番
二
号

福
祉
法
人
菊

社
会
福
祉
協

豊
浦
郡
菊
川
町
大

字
下
岡
枝
一
八
八

福
祉
法
人
豊

社
会
福
祉
協

〃

豊
北
町
大

字
滝
部
三
一
四
〇

の
一

事
業
所

名

称

所

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規

事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
り
ま

山
口
県
知

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃

名

称

所

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

た
ん
ぽ
ぽ

豊
浦
郡

字
矢
玉

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

そ
ま
じ

〃字
田
耕

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

し
ま
ど

〃字
神
田

の
二

護
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届

山
口
県
知

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃

事
業
所

平
郡
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

柳
井
市

一
八
二

菊
川
町
社
会
福
祉

協
議
会
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

豊
浦
郡

字
上
大

豊
北
町
老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
ほ
の
ぼ
の

〃字
神
田

の
二

廃
止
年
月
日

在

地

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
福
祉

し
た
。

事

二

井

関

成

止
し
た

在

地

豊
北
町
大

一
二
九

平
成
一
七
、

二
、
一
三

〃

大

二
五
〇
八

〃

〃

〃

〃

大

四
六
一
一

〃

〃

〃

事
業
の
廃
止

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
痴
呆

出
が
あ
り
ま
し
た
。

事

二

井

関

成

止
し
た

廃
止
年
月
日

大
字
平
郡

四
の
二

平
成
一
七
、

二
、
二
〇

菊
川
町
大

野
四
六
〇

〃

〃

一
三

豊
北
町
大

四
六
一
一

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法
人
豊

浦
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃

豊

字
川
棚
四

の
一

社
会
福
祉
法
人
豊

北
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃

豊

字
滝
部
三

の
一

福
栄
村

阿
武
郡
福

字
福
井
下

三
の
一

井
市
社
会
福
祉
協

議
会

目
九
番
二

社
会
福
祉
法
人
大

畠
町
社
会
福
祉
協

議
会

玖
珂
郡
大

字
神
代
四

社
会
福
祉
法
人
菊

川
町
社
会
福
祉
協

議
会

豊
浦
郡
菊

字
下
岡
枝

社
会
福
祉
法
人
豊

田
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃

豊

字
矢
田
三

一

平
成
十
七
年
四
月
一
日

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
下

関
市
社
会
福
祉
協

議
会

下
関
市
貴

丁
目
四
番

社
会
福
祉
法
人
柳

柳
井
市
南

有
限
会
社
シ
ル

バ
ー
ラ
イ
フ

下
関
市
一

四
丁
目
八

号

（
一
九
四
）
指
定
居
宅
介
護
支

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止
の

浦
町
大

八
九
二

豊
浦
町
社
会
福
祉

協
議
会

〃字の

北
町
大

一
四
〇

豊
北
町
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー

〃字の

栄
村
大

四
〇
一

福
栄
村
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー

阿字九

号

井
市
社
会
福
祉
協

議
会

目

畠
町
大

八
三
〇

社
会
福
祉
法
人
大

畠
町
社
会
福
祉
協

議
会

玖字

川
町
大

一
八
八

社
会
福
祉
法
人
菊

川
町
社
会
福
祉
協

議
会

豊字

田
町
大

六
五
の

社
会
福
祉
法
人
豊

田
町
社
会
福
祉
協

議
会

〃字一
山
口

者

居
宅
介
護
支
援
事
業

事
業
所

務
所

名

称

所

船
町
三

一
号

社
会
福
祉
法
人
下

関
市
社
会
福
祉
協

議
会

下丁

町
三
丁

社
会
福
祉
法
人
柳

柳

の
宮
町

番
三
一

有
限
会
社
シ
ル

バ
ー
ラ
イ
フ

下四号

援
事
業
の
廃
止

律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

豊
浦
町
大

川
棚
四
八
九
二

一

〃

〃

〃

豊
北
町
大

滝
部
三
一
四
〇

一

〃

〃

〃

武
郡
福
栄
村
大

福
井
下
三
九
九

の
六

〃

一
、
三

九
番
二
号

〃

二

珂
郡
大
畠
町
大

神
代
四
八
三
〇

〃

〃

〃

浦
郡
菊
川
町
大

下
岡
枝
一
八
八

〃

〃

一

豊
田
町
大

矢
田
三
六
五
の

〃

〃

〃

県
知
事

二

井

関

成

を
廃
止
し
た

廃
止
年
月
日

在

地

関
市
貴
船
町
三

目
四
番
一
号

平
成
一
七
、
二
、
一

井
市
南
町
三
丁

〃

関
市
一
の
宮
町

丁
目
八
番
三
一

平
成
一
七
、

二
、
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指

一
六

一 〇三 三 八定



平成

（
一大

年 月 日 金曜日

一二

山 口 県

（
一大

十
六

関
市当

課
及

（定期）報

一二

第 号

（
一大

十
六

市
か当

課
及

九
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ハ
ロ
ー
デ
イ
海
峡
ゆ

所
在
地

下
関
市
豊
前
田
町
三

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

九
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

年
十
一
月
十
九
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一

び
下
関
市
観
光
産
業
部
商
工
振
興

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ち
ま
き
や

所
在
地

山
口
市
中
市
町
一
三

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

九
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

年
十
一
月
九
日
山
口
県
公
告
（
七

ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一

び
山
口
市
経
済
部
商
工
振
興
課
に

附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第

山
口
県
知

在
地

め
タ
ワ
ー
前
店

丁
目
二
〇
の
二

。 第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
七
二
五
）
に
係
る
大
規
模
小
売

日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で
の

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

山
口
県
知

在
地

の
一

。 第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

〇
五
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店

日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で
の

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

よ
る
届
出

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政

し
ま
す
。

事

二

井

関

成

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山
口

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政

す
。

土
地
改
良
事
業
を
行
っ

た
者
の
名
称
又
は
氏
名

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

（
一
九
八
）
土
地
改
良
事
業
の

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の

平
成
十
七
年
四
月
一
日

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と

で
き
る
時
間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

五

変
更
年
月
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

レ
ッ
ド
・
キ

所
在
地

下
関
市
山
の

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
山
の
田
中
央
マ
ー

ケ
ッ
ト

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

同
年
八
月
一
日
ま
で
の
間
、
山

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

平
成
十
七
年
四
月
一
日

事
業
の
名
称

工
事
着
手
時
期

工
事
の
完
了
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十

工
事
の
完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口

変

更

前

業

午
後
八
時

が

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で

及
び
所
在
地

ャ
ベ
ツ
山
の
田
店

田
本
町
一
番
九
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

下
関
市
山
の
田
本
町
一
番
九
号

に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
下

。

山
口

一
七

工
事
完
了
時
期

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

た
。

県
知
事

二

井

関

成

変

更

後

午
後
九
時

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

所

代
表
者
の
氏

中
村

道
男

更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か

関
市
観
光
産
業
部
商
工
振
興
課
に

県
知
事

二

井

関

成

、 名 らお



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 金曜日

一二三

山 口

（
二測

国
土

（定期）県 報

一二三

第 号

周
南

（
一土

県
営

準
用七

年
四
月
一
日
印
刷

発

七
年
四
月
一
日
発
行

発

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
ジ
オ
イ
ド
測
量
）

作
業
の
地
域

下
関
市
、
長
門
市
、
美
祢
市
、
厚

作
業
の
期
間

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日
か
ら
平

〇
〇
）
基
本
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

平
成
十
七
年
四
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
日
積
地
区
担
い
手
育
成
基
盤

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
四
月
四
日
か
ら
同
月

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
部
農
村
整
備
課

市

渋
川
地
区

ほ
場
の
整

九
九
）
県
営
日
積
地
区
担
い
手
育

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

日
積
地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の行

所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

狭
郡
山
陽
町
並
び
に
大
津
郡
三

成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項

測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

山
口
県
知

山
口
県
知

整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二
十
五
日
ま
で

備

平
成
一
一
、

七
、
一

成
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条

事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦

定
価
一
箇
月

金
二
千
七

隅
町
、
日
置
町
及
び
油
谷
町

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

事

二

井

関

成

事

二

井

関

成

四

平
成
一
七
、

二
、

七

の
縦
覧

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て

覧
に
供
し
ま
す
。

百
円
（
送
料
共
）

定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
収
支

管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号
）

平
成
十
七
年
四
月
一
日

英
進
会
に
関
す
る
部
分
中
「

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

団
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
平
成
十

関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
英

に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
に
関
す

の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

）
高

残
入

借
円

」
を
「

入
借

理
委
員
会

示
第
五
十
一
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

五
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

進
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た

る
告
示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
選

。委
員
長

福

田

隆

司

）
高

残
円

」
に
改
め
る
。

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
係
る
収
支

の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の

一
八

挙 治に規

選
挙
管
理
委
員
会


